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第２７回 明石市環境審議会 

 
             日時 平成１６年１１月１２日（月）午後１時３０分～ 

             場 所  サ ン ピ ア 明 石 ５ 階 フ ロ イ デ ホ ー ル  

 

○会  長  本日の審議ですが、年次報告書の審議検討、資源循環部会の報告、最後

に自然環境部会の進行状況についてです。  

      それでは、平成１５年度年次報告書の案の説明を事務局からお願いしま

す。最初に、年次報告の扱いについて事務局の考えをご披露いただいた後、

内容の説明に入っていただきたいと思います。  

○事務局Ａ  平成１５年度の年次報告案の取り扱いですが、本日審議をいただきまし

て、文章等の修正を行い、１２月１日までに報告書としてホームページで

公表する予定です。また、ＣＤ－ＲＯＭ版を市役所の行政情報センターや

３市民センターに配布して、再度市民の方から意見をいただく予定です。  

また、今年度から新しい試みとして、十数ページにまとめたわかりやす

い内容の概要版を１月中に作成して配布する予定です。  

（平成１５年度の年次報告案の説明）  

○会  長  説明をいただいた年次報告書案についての審議をお願いします。  

○委 員 Ａ ９８ページの表６－１の電気の使用に起因するＣＯ２の排出量ですが、

資源エネルギー庁で出されている排出係数が年々かなり変動しているので、

どのような排出係数を用いて算出したのか。実際目標は削減率を１％、

２％というオーダーで定められているのに対して、電気の使用に起因する

ＣＯ２の排出量は非常に多いですので、その排出係数が１％、２％という

オーダーではないもっと大きな値の変化がありますので、今回難しいかも

わかりませんが、来年以降表をつくられるときに、どういう排出係数を用
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いたのかを明確にされた方がいいと思います。  

○会  長  事務局から排出係数の設定の考え方について。  

○事務局Ａ  排出係数については、０ .３８４で固定しています。今後指摘されたよ

うに、わかるように記載します。  

○会  長  指摘に合わせて、少なくとも事実関係だけは明記した方がいいです。評

価の問題はまた少し変わりますが。  

○委 員 Ｂ 素案の段階から原案が示されるのは非常にすばらしいことだと思いま

す。私も意見として出しましたが、「すべての人」に対してというのは対

応が難しいと思いますが、例えば、障害を持つ人がこの報告書を見たいと

いう場合には、どのような対応は可能でしょうか。  

○会  長  具体的には視覚障害ということですか。  

○委 員 Ｂ 例えば、そうです。  

○事務局Ａ  その点については、現在対応はしていません。今後検討したいと考えて

います。  

○会  長  市内には解釈をしていただけるボランティアが随分いらっしゃると思う

ので、行政だけで負担していくのは非常に大変だろうと思いますから、現

況を考えていくことからお願いします。  

○委 員 Ｃ １１月からごみ減量化に対して、市民の皆様にご協力をいただくこと

になっており、既に実施されています。したがいまして、この効果が出た

段階で、どの程度の進展があったのかをお知らせいただければ幸いだと思

います。  

○会  長  後ほど資源循環部会から減量化についての基本的な方針を検討する際に、

分別等の施策とその施策の効果をどのように図るのかということについて

も、提案いただけると思いますので、そこで審議願えるとありがたいと思

います。  
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○委 員 Ｄ ５０ページの環境に関する知識・情報を市民みんなで分かちというと

ころですが、１の環境教育・啓発活動を重点的に推進しますの表の表示の

方法ですが、例えば環境教育・環境学習の推進が１３年度、１４年度、１

５年度、いつも◎と表示してありますが、本当にこれは◎なのかと思いま

す。５２ページの図４－１のパートナーシップの講演会に行っても、非常

に参加者が少なかったりする。ということは、環境啓発・教育が、回数は

されていても効果が出ていないのではないかと私だけが思っているかどう

かわかりませんが、◎であれば、いつもよくできているという表示の方法

と感じますが、実際今不十分ではないかと思います。  

○事務局Ａ  先ほども説明しましたが、実施したということで◎の評価をしています。

指摘はもっともなことですが、今後そういったものも踏まえた評価にでき

るだけ変えていきたいと考えていますので、ご理解をお願いします。  

○会  長  市長が７月１日に明石市の環境方針を出しておられます。この中で環境

目的及び環境目標を定め、定期的な見直しを行いながら継続的に改善しま

すと市長自らおっしゃっておられるわけで、市長がこれをごらんになられ

たら、◎がどういう意味なのかというのは必ずご質問されると思います。

その点から見ると、達成度評価ではないと言いわけはしていますが、その

言いわけはいつまでも通用しないです。やれば◎というのは、初期の段階

ではいいでしょうが、継続的な改善を目指している以上、もう少しアウト

カム評価へ持っていかないといけないと思います。私も今日だけではなく、

過去にも指摘を申し上げたこともあります。大変難しいことですが、少し

ずつ進めていきましょうということだけは、委員Ｄの発言に上乗りして申

し上げたいと思います。  

      もう一つ言いますと、率先実行計画に相当するところで、不十分となっ

ているのは、公共事業に関連する部分です。公共事業における環境配慮の
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推進の達成状況が×になっていまして、これ自身が環境部局ではなくて他

の部局自身がどのような目標を定め、そして推進に当たって、環境部局が

市民等々の連携のもとに進めていくことについての、達成がどうなってい

るのかということの、そして不十分であればそれをどのように改善してい

ったらいいのかというのは、まさしく非常に重要な部分と思います。ここ

を目標に掲げた環境マネジメントシステムにもし進化させるとすると、相

当行政力も、市長もおっしゃっておられるように、行政経営の改善に入っ

てくるので難しいことですが、いつぞやこういうことも内部におさめられ

るようにと思います。注文ではなく、そういう印象を持ったということだ

け申し上げます。  

○委 員 Ｅ ごみの分別ですが、プラスチックが問題と書かれていますが、いずれ

はプラスチック分別、紙分別の方向に進んでいくと思いますが、その方向

を一度きちんと示して、あらかじめ市民の皆さんで議論ができるような状

態にしておかないと、急にやったときにうまくいくのかどうか。例えば、

Ｈ市で私の住んでいる地域がモデル的に紙分別、プラスチック分別をやっ

ているわけですが、ほかの地域の人に聞いても、モデル的にそんなことが

行われていることは全然知らないわけですし、紙分別、プラスチック分別

の容器が無料で配布されているために今のところ何とかモデルがうまくい

っていますが、将来有料になるという話が出ている中で、有料になったと

きに、うまくいくのかどうかといったところを含めて、これからこうなっ

ていくということを市民にオープンして、あらかじめ議論してもらう方が

いいという気がします。  

○会  長  環境目標という部分でなくて、今後の進め方の発言だと思いますが、何

かお答えできる範囲でございますか。  

○事務局Ｂ  Ｈ市の例は承知しております。５つか６つの小学校区で既にやられてい
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て、これから拡大されていくということです。  

一方私どもでは、地球温暖化対策実行計画の中の評価として示している

ように、一般廃棄物の焼却、その中でもプラスチックの焼却によるＣＯ２

排出量がすごい勢いになっており、減らさないといけない。燃やせるごみ

を減らすことによって、最終処分場にいく灰も減らしたい、最終処分場も

延命化したい中で、プラスチックに限らず、まず紙類を、年次報告書の中

でも出ているように、燃やせるごみの５割から６割が紙類、布類ですので、

その分については、１１月から紙類、布類を別途収集して資源化するとい

う形にスタートしたところです。第１週の段階では、３５トンほどリサイ

クルに回りました。予想量からすると、全市的には第４週まで待たなけれ

ばいけませんが、若干少ないです。  

      このたびの大きな分別の変更ということで、地元の説明会も念入りにし

ていく中で、実施を迎えた部分があります。委員Ｃの話とも関連しますが、

できましたら１ヶ月後ぐらいにその成果や、どういう市民意見があるかと

いうことは、広報あかしや私どものホームページの中で公表したいと思っ

ています。  

      プラスチックについては、まだ全市で啓発はしていませんが、多種多様

なプラスチック容器包装があり、市民の協力度も見ていかなくてはいけな

いので、とりあえずこの１１月からモデル事業として約１ ,２２０世帯で

実施しています。委員Ｅのおっしゃる全市にはいつごろになるか、あるい

はプラスチックを分別することによって、ＣＯ２削減へどういう寄与につ

ながっていくかということはまだ十分啓発はされていません。第２週まで

したところでいきますと、全世帯が１ ,２００世帯強ぐらいのところです

が、約４割５分の世帯が出されたと。その１袋に換算しますと、７００か

ら８００グラム出ているということで、その世帯数を人数で割り戻します
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と、予想よりもよく出ているという実績です。まだその地区の全世帯まで

いきませんが、そういう状況です。  

      ＣＯ２を減らしたいという状況の中で、市民の協力や出たものの品質、

あるいは収集の形態も全部データとして調べていき、全市拡大をにらみた

い考えでありまして、プラスチック焼却を減らすことによって、地球温暖

化への影響が少なくなると思っています。ましてやリサイクルすることに

よって、最終処分場の延命化なり、燃やせるごみが減っていくという効果

もあるので、そのあたりをにらみながら考えていきたいと思っています。  

○会  長  中身的には年次報告書の範囲を超えて、後ほど報告いただく資源循環と

いう点から見た場合、あるいはごみの発生削減というところで、減量化等

の政策と大変関連した質疑応答がなされていくと思いますので、もしよろ

しければ、基本的には今提案されています年次報告書については、この案

を具体的に我々としては承知したということで、後ほど各委員から事務局

に対して修正や加筆の意見を承りますが、基本的には我々としては承知し

たという形で市民の皆様に公表していただくことで市民の意見を伺う手続

に入っていただきたいと思いますが、この点よろしいでしょうか。  

（「異議なし」の声あり）  

      それでは、皆様方の賛同を得ましたので、そういう手続に入るというこ

とで、報告書については、扱いを決定したことにしたいと思います。  

      続きまして、資源循環部会の報告についての審議です。  

      この点については、第２６回環境審議会で、明石市の一般廃棄物につい

て、とりわけ減量化という点から部会を設けて十分に審議をお願いしたい

と、私から発言をさせていただきました。そして資源循環部会の部会長に

京都大学の藤原先生に就任いただきまして、４回の資源循環部会としての

審議を賜りました。審議の過程では、今議論していただいております分別
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についてのモデル、あるいは廃棄物の減量化に関して、近隣の都市でどの

ような試みがなされているかということも十分に審議いただいた上で、中

間的なまとめをしていただいていると伺っておりますので、この点につい

て、報告の骨子を部会長から説明いただいた後、補足説明等ございました

ら、事務局から発言をいただくという形にしたいと思います。  

○部 会 長 資料２のはじめにのところに書いていますように、会長からごみ減量

化のための新たな効果的な取り組みの推進についてという検討事項の付託

があり、それについて、部会では９月までに４回の議論を重ねました。  

（ごみ減量化のための新たな効果的な施策提案の説明）  

      以上が全体の骨子で、詳細については、事務局からお願いします。  

○事務局Ｂ  大きく３点について、平成１７年度にやるという中身で提案をいただい

たわけです。この内容について、このたびの１１月実施を向けていろいろ

な地元説明会なり、あるいはその中でもいろんなご意見を受けた中で現状

説明をさせていただき、部会の中で議論されたと。その内容については、

非常にこれからの参考にしていかなくてはならないという気持ちです。  

      したがいまして、その内容について、一つ一つ今内部で議論していると

ころです。  

      特に、参画と協働の観点からのごみ減量推進員制度の構築についてとい

うところです。地元での人選を受け、今の段階で約１ ,２００名のごみ減

量推進員・推進協力員という体制づくりになっています。それぞれ地域の

活動に根差した形で、独自的な活動をお願いしているわけですが、この提

案の中身からいきまして、特に集団回収をもっと積極的にやっていただけ

ないか、あるいは分別の細分化の中で、紙類、布類をきちっと分別するこ

とによって、リサイクルに回っていくと、それが最終処分場の延命化につ

ながっていくという話の中で、地域の住民も一緒になってそういう活動を
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していただけないかという話をしているところです。  

      そういう活動を通じて、ここに書かれていますように、参画と協働とい

う観点から、このあたりの活動を行政と一緒に発展させていくという取り

組みにつなげていきたいと思っているところです。  

      地域によって活動の温度差はあるわけですが、もう既に独自的な活動を

されているところもあります。そのあたりもやはりほかの地域にも参考に

なれば、皆さんのところに広げていきたいと思っているところです。  

      それから、３つ目ですが、事業系ごみ対策についても提案があります。

現在、床面積が１,０００㎡なり３,０００㎡のところで、およそ６０事業

所に対して指導なり、あるいは減量計画書の提出をしていただいているわ

けです。明石の家庭系と事業系ごみを調べてみますと、大都市に近い明石

市という性格から、相当事業系ごみが多いわけですが、年次報告の中でも

事業系ごみが非常に減っている部分がありますが、提案書で指摘されてい

ることを、マンパワーの課題もありますが、すそ野を広げまして、中小事

業者に対してもごみの減量、あるいはリサイクルの推進ということでの事

業活動のあり方を一緒に考えていきたいということも視野に入れて考えて

いるところです。  

      それから最後のページですが、イメージ図を提案されているわけです。

現在、リサイクルプラザで、ごみ処理、単に啓発だけではなく実際の処理

施設の内容なども入れているインフォプラザというホームページがありま

す。年次的にこのイメージに合った形で充実をさせていくという提案です

が、現在の表示されているメニューを見ますと、まだまだ情報発信という

ことでは非常に弱い部分があります。最初の委員Ｅのご意見もありました

ようなことを加味しながら、リニューアルを含めて、こういう観点でもっ

て取り入れていきたいと思っているところです。  
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      私どもでは、この４回の部会の議論の中に入ってきた状況で体験をし、

こういう提案をいただいたことを非常に感謝している次第です。  

○会  長  部会長から当審議会に、直接的には会長に提案いただいたということで

すが、２ページのローマ文字のⅢの次に書いてあるように、審議会で承認

された後は環境審議会から明石市行政に対して取り組むべき施策として、

意見として次のようなことを提案しますという文言になることが期待され

ています。ですから、これから審議いただきまして、基本的な方向につい

て皆様の同意が得られましたら、審議会としての提案という形に取りまと

めたいと思います。そのための審議をただいまからお願いします。  

○委 員 Ｂ １ページ目の環境出前講座の新設についてということですが、非常に

すばらしくてぜひ実施していただきたいと思います。明石市全体で見ます

と、環境の部局だけではなく、環境に関するいろんな講座は、社会教育の

分野ですとか、農業の分野ですとか、さまざまなところでさまざまな講座

がいろんな時期で展開されています。市民からしますと、「行きたい講座

も都合で行けない」、「知らなかった」、そういったことが多々あります。

市全体として環境に関する講座が、例えば昨年でしたらどういうものがあ

ったのかという調査をぜひ調べていただきたいのと、できるだけ早い時期

全ての部局の環境に関する講座をワンストップで公開できるものは市民に

公開していただく。つまり、環境分野だけでなく、いろんな部局でこうい

うことをやっていますという市全体で市民の側に立った講座の情報提供を

していただきたいというのが１つ目です。  

      ２つ目は、イメージ図のところですが、これも環境部から見ますとこう

いう図になると思いますが、例えば農業の分野ですとか、教育の分野です

とか、都市計画の分野という環境部がやはりその辺の連携といいますか、

そういったことの中でこういうイメージ図ができてくると思いますので、
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明石市環境部の周りにいろんな部局のこういう連携とかそういったものが

あるのではないかと思います。  

○会   長  文言的に我々は最終的には考えないといけないと思いますが、「また」

以降のところが、「現在環境政策課が行っている講師派遣事業を発展させ

る形で、環境部全体のメニューにすることも提案します」と。これに加え

て行政全体として環境に関連して、特にさまざまな活動があれば、必ず最

後にごみになるというところから見ますと、ごみの削減等に関係する事業

等、あるいは行政施策等を行っている部局が連携して、この環境出前講座

を育てていくというような形もぜひ考えてほしいと、そういう趣旨のご発

言だと思いますが、そのご発言は、皆様方のご賛同を基本的には得られる

ものだと私は思いますので、ぜひ加筆をしていただきたいと思いますが、

部会長いかがでしょうか。  

○部 会 長 会長のおっしゃるとおりで、廃棄物の問題は、発生源のところにもか

なり大きく影響をしておりますから、やはりごみをつくらないとか、ごみ

を出さないという意識は、廃棄物を出す時点で意識するのはもちろんのこ

と、例えば何かをつくる段階でむだなものをつくらないとか、最初からむ

だなものを買わないという発想はあると思います。したがって、こういう

問題は、廃棄物の講義ではなくて、もっといろんなところで少しずつそう

いうものを入れていく必要があるのではないかと思っています。したがっ

て、ほかの講義とうまく連携した形でプログラムを組んでいただけたらと

思います。  

○会  長  例えば経済産業省が支援していますごみ等の減量化、資源化を通じて、

地域に活力をもたらすというモデル事業があります。このモデル事業は、

行政的にいいますと、商工部が窓口になっているようですが、実態として

は商店街を含めて、地域での市民の方々のビジネスの世界を含めた連携型
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の取り組みということでなさっておられます。ここにまた環境部局も非常

に積極的にかかわって支援をされている事例が関西地方にも幾つかありま

す。ですから、こういうところで環境政策課のみではなくて、幅広くとい

うのは、基本的には非常に方向としては大事なことだと思いますし、啓発

活動は市全体としてやっぱり取り組んでほしいということで強調しておき

たいと思います。  

○委 員 Ｅ あちこちの美化センターで、先日の台風のときに倒れたり、折れた枝

が処理しきれずに山のようになっているのが現状です。剪定枝チップ化リ

サイクル事業は、非常にすばらしいことだと思いますが、どうせやるなら、

年間排出量から考えて、日割り、月割りでこれくらいの効率を考えたとき、

事業費も大体決まってくると思いますが、地球温暖化の中でこういう大型

の台風が次々これから来ることが言われています。そうすると、美化セン

ターは山になることがこれからたびたび起こり得えます。そうすると、事

業はある程度最初から大きなものにしておかないと対応しきれない。それ

から今後剪定枝だけで対応するのではなく、例えば東京都ですと、枯れ葉

を焼くことが怖れられているために、落ち葉もごみとして出しているとい

うことを聞きますが、そういうものもごみとして出てくるわけで、それを

ごみとして出さないためにどうしたらいいかということで、やはりコンポ

ストみたいなものを普及させているような事業を兼ね合わせて、剪定ごみ

をやっていくことを考えた方がいいのではないかという気がします。  

○会  長  何でも部会長というわけにはいかないですが、もしよろしければご発言

いただけますか。  

○部 会 長 剪定枝チップ化のリサイクル事業については、これからの検討になり

ます。今おっしゃられました災害時のごみは、木だけに限らず、例えば住

居の倒壊があったときに出てくるたくさんの廃棄物、畳などもたくさん出
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てくるわけですが、そういう緊急時の廃棄物の処理ルートは、これはこれ

でまた新たに緊急対策用として計画しておく必要があると個人的には思っ

ています。剪定ごみのチップ化は、リサイクルを重視した形で、日常とい

うか、１年において出てくる剪定枝の量をある程度予測して、処理を考え

ておくことが通常計画されると思いますが、そういう緊急に出たものをリ

サイクルに回すか、それから一時的にごみ処理量を多くして対応するか、

あるいは他の自治体に緊急の処理をお願いするかということは別途考えて

いく必要があると思いまして、今後そういうリサイクルの部分と災害の廃

棄物の対応については、考えていくのがよいとご返答させていただきます。  

○会  長  提案内容としては、リサイクル先やコスト等という言葉の奥に、部会で

も検討されたし、事務局としてもこの点については近隣の剪定枝チップ化

事業についての実態を情報として集めておられると私は思います。その点

で、実際にチップ化事業として進めるべきであるというところまで踏み込

んで書くためには、もう少し検討すべきことがあるようです。一言で言い

ますと、残念ながら、このチップ化によって収入が支出を上回るという実

態を生み出すのは非常に難しい。追加的コストがかかることは歴然として

いるということと、それからコンポストという形にしても、本当に市域で

受けていただけるところがあるのかどうかというのは、市街化が進んでま

いりますと、難しいのが実態です。これが本当に農地まで含めて考えるこ

とになりますと、剪定枝にさまざまな薬剤がかかっているというのはまた

不利条件になりますし、本当に事務局はいろいろな情報を集めておられる

し、また部会長もその点はよくご存じの上で検討をすべきことは多岐にわ

たるということをおっしゃっておられると思います。この点はぜひ検討が

さらに前向きに進んでほしいということは我々としては期待するところで

すが、本審議会の提案としては、検討を積極的に進めてほしいという文言
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程度にとどめたいというのが部会長からの提案でもあると考えています。  

○委 員 Ｆ この計画なり提案は非常に前向きなもので評価していますが、少しマ

イナス面といいますか、不法投棄について、先日、ため池の協議会関係者、

水利組合長と話をする機会があったのですが、結果的に、冷蔵庫等の有料

化以降、ため池のように表面に見えないところに多量のごみを放棄してい

ると、それが結果的に一部の農業関係者が処理する。台風でそれが水路に

も流れ出て、結構な問題になったと思います。そのときにマイナス面だけ

ではなく、プラス面としては、農地をきれいに片づける、要するに子ども

たちの教育のためにため池を開放するためにきれいにしたと。そうすると、

効果としてごみは減ったのだということをおっしゃっていました。これは

糞害のこともそうですが、そういう環境整備をすることによってごみの投

棄はなくなっていくということで、この中では、地域と学校が連携してご

みそのものを出さないような発生源の減量化、そういう文言もありますが、

私も明石市民ですからよくわかりますが、ごみを投棄しそうな場所は大体

明石市の場合決まっています。六甲山の山奥のようなところはないわけで

すから、そうしますと、市民であれば当然闇に紛れてどこに放りにいくか

ということはわかりますので、当然小学校区であれば、どの池にどんなふ

うに捨てられているかとか、またはどういう状況であれば捨てられて、ど

んなときだと捨てられないというのはわかっていますので、もう少し地元

に密着した形で、そういう場所を環境整備、私は自然環境の整備というこ

とがそれに伴ってあると思いますので、要するにごみの厳しい制約があれ

ばあるほど現在残されているわずかな明石の自然の場所にごみが捨てられ

ている現状ですので、自然環境の整備、すなわち小学校区での不法投棄さ

れるような場所をチェックする啓発もできましたら入れていただければあ

りがたい。そういうことによって、市域全体の自然環境もみんなでモ二タ
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リングができるようなことになると思っています。  

○会  長  発言いただいたとおりではありますが、どのように文言的に入れたらよ

ろしいでしょうか。これからの進め方という点で、意見をいただいたこと

を十分に反映して進めるようにということで扱う手が１つありますが、啓

発の中に入れる手もあります。扱い方は審議の過程で考えたいと思います。  

○委 員 Ｄ ３のごみ減量対策の進め方について、特に事業系ごみの対策について

ということで、これはもちろんこのとおりやっていただいたらいいわけで

すが、もう少しつけ加えると、例えば、４０坪、５０坪のコンビニエンス

ストアが２０軒も３０軒もあれば、当然１ ,０００㎡を超えますので、そ

ういうところにももう少し協力していただく、そしてレストランの例えば

１００坪、２００坪が何軒か明石市にあったら、実質上はすぐに１ ,００

０㎡を超えているわけです。だからそういうところに対しても特に協力を

していただけるような文言があった方がよりわかりやすいという思いがし

ました。  

      それと、先ほど会長もおっしゃいましたが、いろんなことで市民の皆さ

んであったり、各機関にお願いすることは、とりもなおさず明石市の中の

各部局がもっとどういいますか、環境だけが一生懸命するのではなく、マ

ネジメントサイクルで明石市の各部局全部がこのことにもっと力を入れる

という視点がもっとあれば、一つ一つの部がもっと、公共入札でしたか、

あそこのところで不手際が出たようなことがないようにするために、どこ

かにもう１点、さっき会長が言われましたけども、市長かだれかに、やは

りトップのところにしっかり環境部をフォローするというか、全員でやる

というような文言が要るのではないかと思います。  

○会  長  これは最終的にはどうされるのですか。扱い方ですが、市行政に対して

という表現ですが、市長さんに我々としては提案するという形をとるので
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しょうか。もしとるのであれば、委員Ｄのおっしゃった市長さんの協力な

りイニシアチブをとってほしいというのは、場合によっては、これを方針

という形態なのかわかりませんが、ある種提案するときに市長さんに添え

書きなり、あるいは私から言葉としてつけ加えることで処理できるかもし

れません。ここに言う明石行政に対して取り組むべき施策を意見として次

のことを提案しますというのは、具体的にはどういう形態になるか、事務

局で説明してください。  

○事務局Ｂ  この行政といいますのは、提案の中身からいきますと、環境部行政に対

してという意味合いと思っています。これから環境という仕事、あるいは

ごみ行政は、単に環境部局だけでやるのではなくて、複数の委員が言われ

ていますように、各部局がそういう観点でもってやっていく必要があると

思いますので、そのためには、私どもは環境部がもっと前へ出た仕事をし

ていくことによって、庁内の上層部、あるいは職員の意識も変えていくこ

とになってこようかと思っています。そういう意味で、年次報告の中にも

ありましたように、環境マネジメントシステムが有効に使われていくので

はないかと思っているところです。したがいまして、この行政というのは

環境部局でありますけれども、この内容を具体的に実施することによって、

やはり全庁的な動きにもしていきたい契機にもしていきたいと思っている

わけです。そのためには、私ども環境部がもっと前に出た行政をいろいろ

やっていく必要があるという観点はやはり常に持っておく必要があると思

っているところです。  

○会  長  理解ができた部分もありますが、少し理解がしにくいところもありまし

て、事務局Ａからこの意見取りまとめの扱いをご説明いただけますか。提

案は市長に返すという性格のものなのか、行政内部の環境部の政策として

こういう方向にした方がいいですよという意見書として扱われるのかとい
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うことです。  

○事務局Ｂ  私から答えさせてもらいますが、これは部会から親審議会に提案をされ

まして、親の方でオーソライズをされまして、環境審議会の意見という形

になります。それは当然市長に対して提出される形になるわけですが、こ

の提案の中身については、もっぱら環境部に対して出されている施策、取

り組みかと思っていますので、そういう意味で実質の話をしますと、環境

部行政に対してというとらまえ方をして、私ども今そういう説明をさせて

いただいたということです。  

○会  長  私が伺ったのは、市長から諮問答申という形態をとっていないという理

解ですので、市長さんにお渡しする諮問答申という手順ではない。だから

お渡しする機会が事務局を通してしかないということです。その点で添え

書きをするとか、あるいは場合によっては手渡しするときに強調すること

ができない部分がありますので、委員Ｄのおっしゃったことをどのように

反映するかというのは、少し考えておいた方がいいかもしれません。  

      先ほどの委員Ｆのご発言をどのように入れるかということを少し考えて

はいるのですが、残念ながらここの文言全体として見たときに、不法投棄

なり環境の美化という観点からの枠組みではないものですから、もし入れ

るとすると、減量化リサイクル活動と環境教育の接点の拡充についてとい

うあたりなのかと、総合学習や地域における環境学習の取り組みという中

で、例えば自然環境に対する取り組みを育てていただく、あるいは環境美

化に対する取り組みを育てていただく、その中で地域なり環境をよくして

いけば不法投棄が減ることも視野に含んでごみに対する取り組みを強めて

いただくと、こういう趣旨かと思ったりもしますが、少し無理があるかも

しれませんが、発言のご趣旨はできるだけ生かして施策は進めていただく、

最後の文言は、もしよろしければ会長にご一任いただけるとありがたいと
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思います。  

      よろしいでしょうか。  

      ありがとうございます。  

○委 員 Ｇ 啓発に関する取り組みについての (2)と (3)ですけれども、今集団回収

が子ども会でやっておられると、 (3)で現在幼稚園、小学校、中学校、Ｐ

ＴＡで集団回収が実施されていますということになっていますが、最近業

者にやってもらうことが多くなってきているかと思います。昔、私がＰＴ

Ａをしていたとき、子どもと一緒になって、１トン車に乗って集めたりし

ましたが、 (3)の中で総合学習の題材として取り上げたらどうかというこ

とが挙がっているわけですが、私はよいと思います。子どもが集めたとき

は１トン車がいっぱい、それが３倍も４倍も、大きい４トン車で取りにき

てもまだ残っていることがあったわけですが、実際に小さいときからえら

いごみやなということは子どもに教育されていたわけです。しかし、今業

者に任せて、前に出してくださいと放送しておいて、それを業者が集めて

いく、それでキロに対していくらか子ども会がもらっているというスタイ

ルです。これは明石でよいのかどうか知りません、うちの町内ではそのよ

うなことです。これはどこかの町内から参考にしてそういうシステムを取

り入れたということです。実際によいことが書いてあります。総合学習の

題材として環境教育的な要素を盛り込むこと、小さいときから本当にリサ

イクルの気持ちとか、それからごみやものを大切にすることも実際にそれ

を教育することはいいことですが、その機会が失われてきていると思うわ

けですが、ではどうしたらいいんだということになるわけですが、これは

市長に答申するとか何とかということを言われていましたが、教育委員会

とタイアップでもないが、ごみの問題がカリキュラムに入れられたらいい

のです。しかし、地球環境の問題はこれからのカリキュラムに入れていた
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だきたいと思いますが、本当にごみの減量化の問題なども、ある程度どこ

かの授業の中でやっていく、また自分たちで実際にごみを集める、またポ

イ捨て、町角のごみを集めるということが本当にボランティアではなく、

自分たちの授業の中でもボランティアになるわけですが、そういうことで

教育委員会にやっていただけるような方向ができたらいいと思いました。

ただ単に文言を書いただけで、よく見ます、こういう文言は。文言は見ま

すが、何も具現化していっていないということを危惧するわけです。そう

いうことで具現化するような方向で何かしていただいたらと思います。  

○委 員 Ｈ ここの部分については、私どもこちらの部会でしたので、いろいろと

考えて皆さんで検討させていただきました。確かに私どもでも以前の子ど

も会と今の子ども会の違いは、すごく大きなものがあります。今おっしゃ

ったとおりだと思います。私も子ども会の担当をしましたときは、子ども

と一緒に個々に１個ずつ集めにいったこともあります。今は確かに自治会

で回覧を回して業者が取りにいって、最終的には皆様ありがとう、これだ

けの収益でしたという回覧が回るという、多分どこもが今そういうふうに

なっていると思います。ですから、子どもたちにそういうリサイクル活動

とかごみ減量化は、目の前で見える部分はなくなっている、それは本当に

残念なことだと思います。  

      ただ、総合的学習は、今小学校４年生ぐらいに総合学習の時間がありま

して、小学校の中で、どれぐらいの範囲か具体的な数字はわかりませんが、

ごみ減量なり、自然エネルギー、環境学習の小さないろんな部分とかを教

育委員会を通じてではなく、個々の講師を独自に探して出して、環境学習

をやっていると聞いております。それはあくまでも地域の人たちを呼んだ

りしてやっております。ですから、それが全市的に広がればいいとは思い

ますが、うわさを聞いて、あそこがやってよかったから、うちも呼ぼうか



－ 19 － 

という程度しかまだないのが残念です。  

○会  長  どうしましょうか。集団回収の活動量拡大についての取り組みの誘発に

ついてというのは、一方では回収量の増加とか、活動回数の具体的な成果

に強調されていますが、他方で取り組む人の側というか、子どもを含めて

体験などによって環境への思いがもっと深まっていくという面でもいわば

誘発とおっしゃっておられるところは深まっていけばいいというのをどの

ように文言を書いたらいいかと思ったりもしています。お二人のご発言は

そういう趣旨かと思います。それも何とか文章として加えられそうであれ

ば、ぜひ入れたいと思いますが、あれもこれも入れると少しぼやけそうな

ので、最後のところは私会長としてと申し上げましたが、その文言をつく

るときにはぜひ部会長のご意見を、あるいはリーダーシップをとっていた

だいて、まとめていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。  

      先ほどの大規模事業所に関する部分についての範囲の拡大というところ

については、先ほどいろいろ具体的な例を出されまして、規模は小さいが

チェーン的に運営されている事業体については、できればその対象範囲に

入れるという委員Ｄのご発言は非常に具体的なので、文言として書いても

いいような気がしますが、そういうところはあまりこれもこれもと書いて

いけば切りがないので、実際の運用の中で、委員Ｄのご発言を生かすよう

に、ぜひ進めていただくというようにしたいと思います。  

○部 会 長 すそ野を広げてというところで、どこまでを対象とするかという議論

もありましたが、その辺のところはぼやかしています。最初に調査が必要

かと思っていますが、実際、計画書を出しなさいというのは、そういう調

査に基づいてつくっていき、まずは調査範囲をどこまで設定するかという

ところが次にくる議論になります。調査というのはアンケートとかそうい

う意味です。  



－ 20 － 

○会  長  Ｋ市が地球温暖化対策の新しい条例をお考えのようで、新聞にも報道さ

れましたが、コンビニ等の扱いについて、大変斬新なアプローチをとられ

るということですので、こういったことが少しずつ影響を与えてくるかと

私は思いますが、そういうことも視野に入れて、ぜひ進めていただきたい

と思います。  

○委 員 Ｄ 参画と協働の観点からということで、この文言はものすごくいい言葉

ですが、例えば、ごみ減量推進員や協力員の方が１ ,２００名いらっしゃ

る。その方にやはりもっともっと各地域の中で協力をいただけて、もっと

言えば今日の審議会の傍聴に来ていらっしゃる方もおられるかもしれませ

んが、そういうところにもどんどん来られたり、僕らが持っているこうい

うものを、金がかかってもそういう１ ,２００人の方にとにかく読んでい

ただくとか、この１ ,２００人の方をどう味方につけるかというところが、

ものすごく大事ではないかと思いますので、その参画と協働のところ、特

に自分から手を挙げてかどうかはわかりませんが、地域でそういう活動を

しようという意思表示をしてくださった方をぜひそういう気持ちになって

いただくような取り組みが、環境部に言うのか、市全体で言うのかわかり

ませんが、ぜひお願いしたいという意見です。  

○委 員 Ｉ ただいまのご意見ですが、手を挙げて推進員、協力員になっていらっ

しゃる方はいないと思います。自治会から指名をされて、何をするのかも

はっきりわからないまま、しょうがないからやるぐらいのことで、その推

進員を本当に活用、働いていただくようにするには、大変な努力が今から

いると思いますし、うまくいかないと消えてしまう可能性もあるのではな

いかとも思っています。  

      それと、こんなこと言えば破壊しているみたいで、これまでいろいろ話

し合ってきたことが何になるのということですが、絶対きちんと達成して
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いかないといけない問題ではありますが、あまり推進員を甘く見ない方が

いい。もっときちんとした形で推進員を立ち上げてこなければいけないと

思います。  

      それと、少し前にお話が出ていました自然環境の整備への啓発はどのあ

たりに入れられるのかという話があったときに、これは私が少し勉強不足

でしょうが、この環境審議会は、自然環境部会と私の入らせていただいて

おります資源循環部会、資源と自然を２つに分かれてつくっています。こ

の自然環境部会へ自然環境の整備への啓発などは入ってくるのではないで

しょうか。この資源循環部会の中に自然まで入ってくる必要はないのでな

いかと思います。  

○会  長  自然環境保全の基本的な枠組みをご検討いただくのは自然環境の部会と

思いますし、この資源循環という分野で議論するとすれば、当然その資源

循環は排出量を削減していく、３Ｒの一番原点、リデュースをやらないと

いけない。そしてリユース、リサイクルがあって、最終的には適正処理と

いうところで処理処分を考えていただくことになりますが、どうしてもこ

ういった形の３Ｒを進めていくときに、不法投棄をする方がごく少数であ

りますがいらっしゃる。その投棄される場所はどこだろうと考えると、ど

うしても人の目の行き届きにくいところと、一度汚してしまったところが

不法投棄の場所になりやすいというご発言だったと思います。そういう点

から見ると、ため池は本当貴重な自然ですが、不徳の輩からしますと、不

法投棄しやすい場所になってしまうということで、だとすれば、そういう

ため池についてもっと皆さんが日ごろから親しめる場所にしておくことに

よって不法投棄も防げるのではないかというご発言だったと思っています。

ですから、よく言われる環境美化の活動を、自然という場に対しても進め

ていくことによって、不法投棄がなくなるし、ひいては循環型社会形成に
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も役立つのではないかというご発言だったと思いますが、非常に限定的に

とらえたいと思っています。  

○委 員 Ｅ 先ほど総合学習の中で子どもたちにやられているという話が出ました

が、実際にあちこちの小学校で総合学習で、ごみの問題、分別の問題、実

際に分別ごっこみたいなことをやって、こうやって分別するというような

ことを子どもたちにやらせている学校もあります。それによって、子ども

が家に帰って、「お母さん、それ分け方違うよ。」というみたいな、子ども

の方が親よりも進んでいるということが出てくるわけですが、それで、学

校間の先生同士で研修会などもごみを扱ったときにどうするかということ

もやっているわけですが、何分素人です。ですから前のところに出前講座

が出てきますが、なかなか縦割り行政の中で、環境部局の者が教育委員会

の中に入っていくことはできにくいのかもしれないですが、そこはどんど

ん入っていって、先生方はごみの問題は素人です。そこを環境部局の方が

入っていって、総合学習でごみをやるのであれば、空き缶だったらこうい

うふうにしてほしいという話を進めて、その出前講座とこれが結びついた

形で進んでいけばいいのではないかと思います。  

○委 員 Ｊ 啓発に関する取り組みの２番目の項目ですが、集団回収活動拡大への

取り組みという中で、先ほどと同じような内容ですが、やはり子ども会な

どの既存の団体が主にしていますが、できればごみの集団回収に特化した

ような団体の育成ができないのかという気もあります。  

      といいますのは、先ほどから子ども会の話がありましたが、私も子ども

会の役員、またＰＴＡの役員をしていたときに、役員になりたくない理由

の第一にこの集団回収が出てくるわけです。やはりそれぞれ余暇、休みの

ときには自分の自由な時間を使いたいというのが原因の１つにもなってし

まうおそれもあります。その辺の中から、学校やいろいろな会合で啓発す
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るというのも大事ですが、ひとつそういう新たな団体の推進が入れられな

いかと思います。  

      それと、大規模事業所のところで、ごみの減量化計画書の提出、また一

番最後に減量化・適正排出指導がありますが、事業所関係のごみは、ほと

んどがリサイクルできるごみではないかと思います。その辺でごみの内容

にもよりますが、リサイクル率の向上といいましょうか、増加というのを

盛り込んだらどうかと思いますが、詳しく私が調べた経験がございません

ので、その辺はいかがでしょうか。  

○会  長  ２点ご指摘いただいたのですが、前の１点は、もちろん子ども会以外に

も積極的に取り組んでいただく団体が生まれてきたら、それは望ましいこ

となので、それは大変ありがたいと思います。新しくここで提案をするの

は、なかなか実態からして難しいところがあります。いろんなところを励

ますことでご趣旨は生かされているのかと思います。  

      第２番目の点ですが、これはなかなか的を射たご発言ですが、実態とし

てはどうでしょうか。  

○部 会 長 減量化と書いていますが、これはリサイクルも含めてということで調

査したいです。事業所から一般廃棄物として出される事業系のごみを今現

状どのようにリサイクルされているか。さらに減量化努力としてはどのよ

うな活動をされているかという調査をまず始めたいと思っていまして、減

量化ということですが、リサイクルも入っていると考えてよろしいです。  

○会  長  基本的にはリサイクルがされた結果としてごみが減量されていることに

なると思いますので、含まれているということかと思います。  

      それでは、時間がいっぱいになりそうなので、ひとまずこの点について

の議論は終えたいと思っていまして、扱いですが、部会からご提案いただ

いた中身については、基本的には皆様方のご発言の中に異議があるという
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ご発言はなかったと思っていますので、基本的なストーリーについては、

我々としても了解をして、環境審議会としての行政が取り組むべき施策と

しての意見として取りまとめることについては、ご同意いただけると思い

ます。  

      その上で、各位からお出しいただきましたご意見のうち、私の方でいく

つか整理をさせていただいて、この提案書の中に入れられるものは可能な

限り入れることにしたいと思いますし、また市長様を始め行政のトップの

取り組みをぜひ強めてほしい、あるいは環境部局以外のところを含めて推

進を図ってほしいという趣旨についても、一番最後のところにその取りま

とめ的に発言として加えるかどうか、この点も部会長と審議した上で最終

決めさせていただきたいと思います。という点で、一つ一つの文言の最終

確認をいたしませんが、基本的には皆様方のご意見を可能な限り取り入れ

た形での取りまとめ、それから推進に当たっては、この審議会での議事録

の中にご発言が生かされておりますので、その議事録を添えて今後の施策

を進めていただくとお願いをしまして、皆様方の同意を得て施策として取

りまとめた、提案として取りまとめたという形をとらせていただきますが、

よろしいでしょうか。最終的に文言の修正をする分につきましては、皆様

方に最後確認をいただく時間があるかどうか非常に微妙なところがありま

すが、事務局に確認をしますが、この取りまとめ、いつまでにほしいとい

うご希望はありますか。それに従って決めたいと思います。  

○事務局Ｂ  当初９月までと会長が言われていましたが、本日１１月のこの時期です

ので、できたら１２月の半ばぐらいまでに取りまとめをお願いしたいと思

っています。  

○会  長  ということは、１週間、２週間ぐらいの余裕はあるということです。部

会長に私としては今のご意見を踏まえて修文できるところがあるかどうか
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についてお願いをしたい。１週間から１０日ぐらいの間にそれを私が受け

取りまして、事務局を通じて皆様方にご紹介を申し上げる。ただ、ご紹介

を申し上げますが、その段階で大いに異議ありということは基本的にはな

いということで、文言の修正についてご確認いただくという形で進めさせ

ていただきますが、この点についてご異議ございませんでしょうか。  

      ありがとうございます。基本的にご承認いただいたということで、今の

手続を進めさせていただいて、約３週間の間には文言も確定して、行政の

方にお渡ししたいと思います。  

      それでは、最後に残りました自然環境部会の進行について、事務局から

ご紹介いただくということです。  

○事務局Ａ  自然環境部会の経過について、説明します。  

      自然環境部会は、４月３０日に第１回の部会を開催しました。部会では

会長より部会審議についての付託事項をいただくとともに、部会長は神戸

大学教授の角野先生になっていただき、審議及び活動内容についての検討

を行っています。会長よりいただきました付託事項については、変わりつ

つある明石の自然環境の状況を踏まえ、自然と都市との共生を始めとして、

保全、回復すべき重点対象とそのための施策のあり方について検討をいた

だきたいとの内容でした。  

      部会では、自然についてのデータの収集を行い、保全すべき自然を点と

してではなくて、面として把握すること、そして全体収集や施策について

の庁内各部局との連携、そして最後に環境教育や環境啓発の必要性などに

ついて検討が行われています。  

      具体的な検討のためには、自然環境の状況把握が前提となりますので、

現在ため池の植生調査を夏の調査として７月、秋の調査として１０月に年

２回実施しており、現在データの収集を行っているところです。  
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      今後の取り組みとしては、２回の調査で収集しました自然環境に関する

データを１月に開催を予定しています部会に提出しまして、明石市の自然

環境について、保全、回復すべき、あるいはまた創造すべき重点対象と事

項、それから今後の施策のあり方、またさらに必要な調査やデータ収集に

ついて審議をしていただき、次回の環境審議会において自然環境部会の中

間報告という形で行っていきたいと考えています。  

      なお、今年度については、部会の開催を２回予定しています。また来年

度におきましては、年４回開催を予定しています。最終的な報告について

は、できれば、今年度の年次報告をします審議会で報告を行っていきたい

と考えております。  

○会  長  最後だけ不明な部分がありましたが、平成１６年度の環境に関する年次

報告の審議が大体今の時期に来年もある。そのときには自然環境部会のと

りまとめができていることを期待したいと、こういうことですね。わかり

ました。  

      それから、次回の環境審議会等のご予定はどうですか。  

○事務局Ａ  今後のスケジュールですが、次回の審議会が２月から３月にかけて開催

を予定しています。自然環境部会の中間的な報告と本日審議いただき、修

正しました年次報告書への対応についての報告をしたいと考えています。  

○会  長  説明いただきました自然環境部会の進め方について、特段のご意見等ご

ざいましたらお受けしたいと思います。あわせて次回の環境審議会は２月

から３月であると、そして自然環境部会のそれまでの検討の中身について

報告いただくことが主たる話題であるというお話でした。いかがでしょう

か、その進め方でよろしいでしょうか。  

      ありがとうございます。  

      以上でもって第２７回の環境審議会を終了したいと思いますが、皆様方
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の活発な意見でとりわけ重要な資源環境部会の報告を受けて、本審議会と

してのとりまとめを提案としてまとめることができました。先ほど委員Ｉ

から、１ ,２００名のごみ減量推進員・推進協力員の実態についてお話い

ただきましたが、この方々がかぎになるという点では間違いないわけであ

り、そのときにぜひここでの審議等が我々としてはこういう趣旨でしてい

るんだということもぜひ訴えてほしいし、環境部署についても、年次報告

についても訴えていただくような手だてをとってほしいし、できることな

らまた部会長にお願いするのは非常に申しわけないですが、１ ,２００名

の方に、何かの機会に先生から少しお話をいただくような会を設けていた

だいて、現在進めていることの重大さ、意義についてぜひ市民のリーダー

の方にご発言、あるいは意見を交流していただくような機会を、年度内に

設けるかどうかは別にしまして、ぜひ進めていただけたらありがたいと思

います。  

      以上で審議会を終了します。  

（閉会 午後３時３１分）  


